
 

工 事 仕 様 書 

 

1  本工事は、逗子市財務規則によるもののほか、神奈川県土木工事共通仕

様書及び土木工事施工管理基準により工事を施工するものとする。 

 

2  工事施工の順序、方法等は、あらかじめ監督員の承認を受けること。 

 

3  工事中、施工上欠くことの出来ない材料及び作業の費用は、受注者が負

担するものとする。 

 

4  本工事用材料は、全て市の監督員の検査を受け、合格したものでなけれ

ば使用してはならない。 

 

5  受注者は、警察の許可なくして交通の規制をしてはならない。 

また、現場に必ず工事標識を設置し、一般交通に危険を及ぼさないよう

注意しなければならない。 

 

6  工事に伴う検査は、次の事項について行う。 

（１）材料検査  （２）配筋検査  （３）型枠検査 

（４）竣工検査  （５）その他必要事項   

 

7  安全管理 

   受注者は、土木請負工事における安全・訓練の実施について、工事着

手後、作業員全員の参加により月に半日以上の時間を割り当てて、定期

的に安全に関する研修･訓練を実施しなければならない。 

   また、実施の記録を監督員に提出しなければならない。 

 

8  提出書類等 

（１）工事記録写真 

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階

及び工事完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管

理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準により撮影し、適切な

管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、

検査時に提出しなければならない。 

 



（２）しゅん工図書 

受注者は、提出書類を工事請負契約書に基づいて、監督員に提出

しなければならない。 

 また、建設廃棄物がある場合には、これに加えて建設廃棄物処理

委託契約書の写し及び産業廃棄物管理票（建設系廃棄物マニフェス

ト）D 票及び E 票の写しを提出しなければならない。これに定め

のないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。 

   

9  本仕様書は、特に注意すべき諸点について示すものであり、本仕様書に

ないものは、監督員と協議のうえ、処理するものとする。 
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